
 
 

平成 24年 5月 14 日 

各 位 

 

株式会社 宮崎銀行 

 

金融円滑化に関するお借り入れ条件の変更等のお申し込み状況について 
 

株式会社宮崎銀行（頭取 小池 光一）は、「中小企業者等に対する金融の円滑化を

図るための臨時措置に関する法律」に基づき、お客さまからのお借り入れ条件の変更等

のお申し込み状況について、別紙の通り開示いたします。 
当行は、引き続きお客さまからの新規のお借り入れやお借り入れ条件の変更等の  

ご相談に適切に対応し、地域における金融の円滑化への取り組みに努めてまいります。  
以上 

 

   

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｍ ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 
The Miyazaki Bank, Ltd. 

本件に関するお問い合わせ先 

株式会社宮崎銀行 審査部 

金融円滑化管理室 

担当：阿満、満木、長友 

TEL：0985-32-8305 
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中小企業者等に係る貸付条件の変更等の申込状況 

１．中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律第４条に基づく措置の実施状況 

（１）貸付けの条件の変更等の申し込みを受けた貸付債権の額 

［債務者が中小企業者である場合］ 

    （単位：百万円） 

 
平成21年

12 月末 

平成22年

3月末 

平成22年

6月末 

平成22年

9月末 

平成22年

12 月末 

平成23年

3月末 

平成23年

6月末 

平成23年

9月末 

平成23年

12 月末 

平成24年

3月末 

貸付けの条件の変更等の申し込み

を受けた貸付債権の額 
14,087 51,765 93,450 159,258 199,021 236,679 274,347 339,182 378,563 408,830 

 うち、実行に係る貸付債権の額 7,148 46,104 81,833 150,619 191,307 228,986 261,882 329,413 367,152 397,813 

 うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 63 885 1,392 1,752 1,905 1,950 2,559 2,732 3,029 

 うち、審査中の貸付債権の額 6,938 3,939 8,647 4,635 2,736 2,287 6,094 2,692 3,901 3,150 

 
うち、取下げに係る貸付債権の

額 
0 1,658 2,084 2,611 3,224 3,501 4,420 4,517 4,776 4,837 

 

うち、信用保証協会等による債

務の保証を受けていた貸付債権

のうち実行に係る貸付債権の額 

815 6,980 12,941 20,147 25,630 32,255 37,903 44,699 50,982 56,251 

 

うち、信用保証協会等による債

務の保証を受けていた貸付債権

のうち謝絶に係る貸付債権の額 

0 27 104 377 435 458 491 544 618 712 
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（２）貸付けの条件の変更等の申し込みを受けた貸付債権の数 

［債務者が中小企業者である場合］ 

（単位：件） 

 
平成21年

12 月末 

平成22年

3月末 

平成22年

6月末 

平成22年

9月末 

平成22年

12 月末 

平成23年

3月末 

平成23年

6月末 

平成23年

9月末 

平成23年

12 月末 

平成24年

3月末 

貸付けの条件の変更等の申し込み

を受けた貸付債権の数 
344 1,302 2,351 3,414 4,267 5,217 6,194 7,216 8,112 8,902 

 うち、実行に係る貸付債権の数 137 1,075 1,984 3,101 3,937 4,847 5,714 6,766 7,650 8,417 

 うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 8 38 74 92 99 106 115 119 132 

 うち、審査中の貸付債権の数 207 173 240 118 94 109 182 127 117 118 

 
うち、取下げに係る貸付債権の

数 
0 46 89 121 144 162 192 208 226 235 

 

うち、信用保証協会等による債

務の保証を受けていた貸付債権

のうち実行に係る貸付債権の数 

55 500 934 1,445 1,843 2,280 2,708 3,229 3,642 4,005 

 

うち、信用保証協会等による債

務の保証を受けていた貸付債権

のうち謝絶に係る貸付債権の数 

0 3 13 34 41 45 50 57 60 69 
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２．中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律第５条に基づく措置の実施状況 

（１）貸付けの条件の変更等の申し込みを受けた貸付債権の額 

［債務者が住宅資金借入者である場合］ 

    （単位：百万円） 

 
平成21年

12 月末 

平成22年

3月末 

平成22年

6月末 

平成22年

9月末 

平成22年

12 月末 

平成23年

3月末 

平成23年

6月末 

平成23年

9月末 

平成23年

12 月末 

平成24年

3月末 

貸付けの条件の変更等の申し込み

を受けた貸付債権の額 
262 1,278 2,265 3,075 3,920 4,747 5,307 5,828 6,503 7,257 

 うち、実行に係る貸付債権の額 13 701 1,591 2,364 3,145 3,907 4,410 4,925 5,500 6,047 

 うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 0 77 182 222 290 373 422 442 495 

 うち、審査中の貸付債権の額 249 478 420 334 325 284 159 104 145 283 

 
うち、取下げに係る貸付債権の

額 
0 97 175 194 227 266 364 376 414 429 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

（２）貸付けの条件の変更等の申し込みを受けた貸付債権の数 

［債務者が住宅資金借入者である場合］ 

（単位：件） 

 
平成21年

12 月末 

平成22年

3月末 

平成22年

6月末 

平成22年

9月末 

平成22年

12 月末 

平成23年

3月末 

平成23年

6月末 

平成23年

9月末 

平成23年

12 月末 

平成24年

3月末 

貸付けの条件の変更等の申し込み

を受けた貸付債権の数 
26 120 212 286 356 434 487 546 601 667 

 うち、実行に係る貸付債権の数 2 70 150 219 289 360 410 460 507 557 

 うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 0 10 15 20 25 31 36 40 45 

 うち、審査中の貸付債権の数 24 44 38 36 29 27 15 17 16 24 

 
うち、取下げに係る貸付債権の

数 
0 6 14 16 18 22 31 33 38 41 

 

 


